
（令和 5年 4月 28 日提出 指導室） 

令和５年度 名古屋市教育委員会 第２号議案 
令和６年度使用教科用図書採択基本方針について 

 令和６年度使用教科用図書採択基本方針を下記のとおり定める。 
令和５年４月２８日 

名古屋市教育委員会教育長 坪田 知広 

記 
１ 令和６年度使用小学校、中学校及び特別支援学校用教科用図書採択基本方針 
  令和６年度に名古屋市立の小学校及び中学校（特別支援学級を含む）並びに
特別支援学校において使用する教科用図書は、次のとおりとする。 
(1)小学校用教科用図書は、種目ごとに1種のものを採択する。 
(2)中学校用教科用図書は、令和５年度と同一のものを採択する。 
(3)特別支援学校用教科用図書は、特別支援学校知的障害者用教科用図書を採
択する。 

(4)特別支援学級及び特別支援学校において使用する学校教育法附則第9条の
規定による教科用図書は、児童生徒の特性に応じて採択する。 
ただし、小学校用及び中学校用教科用図書と同一種目のものを使用する場
合は採択したものの中から選ぶものとする。 

２ 令和６年度使用高等学校用教科用図書採択基本方針 
 (1)令和６年度に名古屋市立高等学校において使用する教科用図書は、課程及び
学科の特性並びに生徒の実態に即し、見本本の調査研究を十分に行い、公正か
つ厳正に適切なものを採択すること。 

(理由) 
 令和６年度使用教科用図書の採択を行うため、その採択基本方針を定める必要が
あるため。 



大日本図書の汚職について 

※ 職名は当時のもの 

１ 藤井寺市立中学校の校長に対する不正行為

【2019 年小学校採択にかかる事項】 

○ 3月 11日、大日本図書の取締役と社員は、藤井寺市立小学校の校長、校長と面識のあ

った同市教育委員と会食し、代金を会社の経費から支払った。 

○ 4 月 4 日、同取締役と社員は、中学校に異動となった校長の異動祝いとして会食し、

代金を会社の経費から支払った。 

○ 4月 11日、同社員は、校長と同市教育部長が会食するとの情報を校長から得ると、そ

の費用として3万円を会社の経費から校長に手渡した。 

○ 4月 26日、校長は、小学校教科書採択に関わる理科と生活科の調査員の各3名の名前

を大日本図書社員に知らせた。その際、校長は、食事やゴルフの接待を求める旨ととれ

る話をした。 

○ 8 月 14 日と 9 月 30 日、同社員は校長とゴルフを行い、人数分のプレー代を会社の経

費から支払った。また9月 30日のゴルフ後に、飲食店で会食し、人数分の飲食代を会社

の経費から支払った。 

【2020 年中学校採択にかかる事項】※ 校長はこの年、中学校教科書採択の選定委員 

○ 6月 23日、同社員は、校長からの求めに応じ、校長の出張に際し、大日本図書の社用

車で大阪府から香川県まで送迎した。 

○ 7月 3日、同取締役と社員は、校長の府知事表彰祝いとして会食を行い、3人分の飲食

代を支払った。 

○ 7 月 9 日、同社員は、校長、同市教育委員と会食し、大日本図書の教科書に関わる説

明資料を渡すと共に、飲食代を会社の経費から支払った。 

○ 7 月 11 日、同社員は校長、校長の知人とゴルフを行い、同社員と校長のプレー代は、

同社員が会社の経費から支払った。 

【校長、大日本図書取締役、社員等の顛末】 

○ 2022 年 11 月、校長は加重収賄罪で在宅起訴され、2023 年 1 月 25 日、大阪地裁から

懲役1年 6月、執行猶予3年、追徴金約 6万 4千円の有罪判決を言い渡された。 

○ 同取締役と社員は贈賄罪で略式起訴され、取締役は罰金 50万円、社員は同 30万円の

略式命令を受けた。 

○ 2月 15日、同社員と教科書選定前に会食していた教育委員2人が辞職した。 

【藤井寺市の対応】 

○ 2022 年 12 月 20日、第 3者委員会の発足を市議会で可決し、調査を実施。 

○ 2023 年 1 月 6 日、2021 年から 4年間の予定で採用していた中学校の「数学」「保健体

育」の教科書を、2023 年度より他社のものに変更することを決定し、2月 24日、臨時教

育委員会で新たな教科書を採択した。 

○ 3月 29日、第 3者委員会が調査報告書を提出した。 

資料１ 



２ 茨城県五霞町の教育長への接待 

○ 2022 年 7 月 1 日、同社東日本支社長と社員が茨城県五霞町の教育長と元校長に対し、

同県内の料亭で会食を行い、飲食代を会社の経費で支払った。発覚後、10月 7日に教育

長は辞職した。 

３ 京都市教育委員会への接待 

 【2019 年小学校採択にかかる事項】 

○ 3月 16日、同取締役と社員は、京都市の指導主事1名、ほか 3名と会食を行い、飲食

代を会社の経費から支払った。 

○ 6月 8日、同取締役と社員は、前述とは別の指導主事と大日本図書の教科書の著者で

ある大学教授と会食を行い、飲食代を会社の経費で支払った。 

○ 12月 7日、同取締役と社員は、前述の指導主事と会食を行い、飲食代を会社の経費で

支払った。 

【2020 年中学校採択にかかる事項】 

○ 2月 13日、同取締役と社員は、京都市内の中学校教諭2名と会食し、教諭から飲食代

は回収したものの、全額ではなく不足分は会社の経費で支払った。 

○ 12月 8日、同取締役と社員は、京都市内の小学校長1名と会食を行い、飲食代を会社

の経費から支払った。 

【京都市の対応】 

○ 会食が教科書選定期間外に行われていたことと、京都市では大日本図書の教科書が長

年採択されていたことから、採択結果がゆがめられたとは認められないとしている。

2023 年 3月 30日、京都市教育委員会は、接待を受けた主任指導主事と市立の小中一貫

校の教頭を、それぞれ「減給10分の 1、1か月」、「戒告」の懲戒処分とした。 

４ 大日本図書への文部科学省の対応 

2023 年 3月 28日、文部科学省は「教科用図書検定調査審議会」で、同社の新たな中学 

校教科書の発行を認めないとする罰則を適用したと発表した。文科省の教科書検定規則

に違反したとして、2023 年度の教科書検定では、同社の中学校の教科書である「数学」、

「理科」、「保健体育」は、内容を問わず不合格となる。 



教科用図書選定に関する法令及び規則（ 関係部分抜粋）  

〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条 

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところ

により、政令で定める期間、毎年度、科目ごとに同一の教科用図書を採択するも

のとする。  

〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第１５条 

１  法第１４条の規則により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（ 以下

この条において「 採択期間」 という。） は、学校教育法附則第９条に規定する教

科用図書を採択する場合を除き、４年とする。  

２  採択期間内において採択した教科用図書（ 以下この条において「 既採択教科

用図書」 という。）の発行が行われないこととなった場合その他の文部科学省令

で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択すること

ができる。  

〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第６条 

法第１４条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間について

の令第１５条第２項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準

の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合及び次の

各号に掲げる場合とし、・ ・ ・  

 ２  採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の

利害関係を有する者の不公正な行為があったと認められる場合、当該採択に関

し不公正な行為があったと認められる教科用図書を採択していた期間 

〇学校教育法附則第９条 

高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校並びに特別支援学級に

おいては、当分の間、第３４条第１項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定め

るところにより、第３４条１項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用す

ることができる。  

〇学校教育法第３４条第１項 

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著

作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。  

資料２ 






















